
第 1 8 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣

一第 9 回制度見直 しの検討一

日 時 : 平成 2 5 年 3 月 5 日 (火 )
1 6 時 0 0 分~ 1 8 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

1 . 開 会

2 , 議 事

1 ) 第 1 7 回運営委員会の主な意見について

2 ) 調整の あ り 方について

3 ) 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組みについて

4 ) 原因分析の あ り 方について

5 ) 運営組織の分割について

6 ) そ の他

3 . 閉 会



1 ) 第 1 7 回運営委員会の主な意見につ いて

【保護者お よ び分娩機関への ア ン ケー ト に つ い て (集計結果) に関す る ご意見】

○ 都道府県別、 分娩機関の種別別について 、 回答 さ れた方のデー タ と 、 回答 さ

れていない方を含むア ンケー ト の対象者全員のデー タ を比較 し 、 サ ンプ リ ン グ

と して偏 り が ない こ と を確認 しては ど う か。

【調整の あ り 方に関す る ご意見】

0 2 ページ以降に 、 論点毎に掲載。

【紛争防止 ･ 早期解決に 向 け た取組み に関す る ご意見】

0 9 ページ以降に 、 掲載。



2 ) 調整の あ り 方につ いて

○ 調整の あ り 方については論点が多岐にわた る た め 、 こ れま での運営委員会におけ

る 主な意見を も と に膣國司の と お り 論点の整理を行い 、 論点の項 目 ご と るご検討を進
め る こ と と してい る 。

窿理司 調塾こ係 る意見 と 論点

○ 前回の運営委員会 (第 17 回運営委員会 平成 25 年 2 月 7 日 開催) において 、

前々 回の運営委員会 (第 16 回運営委員会 平成 24 年 12 月 11 日 開催) に引 き続

き恆國回こ記載の論点①か ら論点⑥について 、 それぞれ議論が行われたo

匿經到 現行の調整の仕組み と 各論点の整理

O 第 1 7 回運営委員会こおけ る論点 ご と の議論の方向性は窿国司の と お り であ り 、
論点① ･ ② ･ ⑤については 、 概ね結論に至っ た。 論点③ ･ ④ ･ ⑥については、 一部

確認事項の積み残 しが残っ てお り 、 今回の運営委員会では 、 第 1 7 回運営委員会に

おけ る 論点 ご と の主な意見 と 議論の方向性を踏ま え 、 論点③ ･ ④ ･ ⑥の積み残 し部

分について改めて議論いただ く 。

膣國到 第 17 回運営委員会におけ る論点 ご と の議論の方向性
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( 1 ) 論点③ ｢重大な過失が明 ら かで あ る と 思料 される ケース ｣ の具体的な抽出基

準について

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - ‐ - - - - - - - - - - - 一 一 一 - - - - - - - - - - 一 ｢

1 l

　 　　 　
; ｢重大な過失が明 ら かであ る と 思料 さ れる ケー ス ｣ の具体的判断基準 を変更す る か否 B
l か 。 :
I 【今回の委員会 に お け る論点】 :
: . 変更後の抽 出基準の表現 :
1 l

O 第 1 7 回運営委員会においては 、 抽出基準の表現 (案) (恆理到) を も と に議論が
行われた。

膣國回 抽出基準の表現 (案)

○ 第 1 7 回運営委員会におけ る変更後の抽出基準の表現等についての主な意見は 、

以下の と お り であ る 。

< 案② ｢医学的水準か ら著 し く 逸脱 し た ( こ と が明 ら か ) ｣ と い う 表現 を支持す る 意

見 >

○ どの案を採用 して も 明確な形にはな ら ないが 、 案③や案⑤は故意が感 じ られる

た め除き 、 案④はモ ラル的な要素であ り ど う か 、 と い う こ と にな る と 案②が一番

いいのではないか。

0 案①の ｢医療行為 と して極めて悪質であ る ケース ｣ や案②の ｢医学的水準か ら

著 し く 逸脱 してい る ケース ｣ に 関 して 、 伝家の宝刀 と い う 形で運営組織が主体的

に調整を行 う 仕組みを残 してお く と い う のが 、 こ れま での議論か ら して も 自 然で

はないか。

0 案①は出産に 関す る 医療行為以外の と こ ろ ま で幅広 く 含まれて し ま う 可能性

が あ る ので 、 案②が適当 ではないか。

○ 原因分析委員会ではあ く ま で も 医学的に 、 ま たは医療者 と して ど う なのか と い

う 判断に専念 して ほ しい。 案①の ｢ 医療行為 と して悪質｣ と 思われる場合や案②

の ｢ 医学的水準か ら 著 し く 逸脱 してい る ｣ と 感 じ る も の を あげる こ と が素直であ

る 。

0 案①の医学的に ｢極めて悪質｣ と い う こ と だけ残す と 、 カルテの改 ざん も含ま

れて しま う 。 そ う い う 場合 も運営組織が主体的に調整す る こ と に な る ので 、 産科

医療 と しての行為 と い う 形で枠組みを考え られ る よ う な文言にする 必要が あ る 。

0 案②を 中心に考えた ほ う が よ い。 案②を も う 少 しわか り やす く 、 産科医療に携

わ る 人た ち が納得する よ う な形で水準を示 してお く 必要が あ る 。
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0 案②の ｢医学的｣ を ｢ 医療｣ 、 ｢ 医療水準｣ に変えればいいのではないか。

○ ｢医学的に著 し く 逸脱｣ を 、 具体的に ｢著 し く 無謀｣ 等の広い意味に しておけ

ばよ い。 案②の形が原因分析の 中での評価 と して大事ではないか。

< 案② ｢医学的水準か ら著 し く 逸脱 し た ( こ と が明 ら か ) ｣ 以外の表現 を支持す る 意

見 >

○ 医学的水準 と い う のは平均が あ っ て 、 あ る割合の人たち は必ずあ る水準か ら下

にな る のでそ う い う 表現は適 していない と 考え る 。

○ 抽出する基準は ｢基準を逸脱 してい る ｣ 等の レベルではない。 こ んな こ と を し

て は大変だ と い う 特別の も のだけ を抽出すべき 。

○ 医学的水準云々 ではな く 、 あ る べき 姿や倫理的な規範 と い う 観点で案①~⑤に

照 ら し合わせる と 案④がふ さ わ しい。

<現時点で厳格に基準を定め る こ と はせず抽象的基準に と ど め 、 具体的事例が出 た場

合に検討すればよ い と い う 意見 >

○ 厳格な用語の定義に拘 らず、 ｢重大な過失｣ と い う 法的概念か ら離れて違和感

がな ければよ い と 考え る ので 、 案①~⑤ま でを混ぜた表現 と しておき 、 詳細な表

現については具体的な事例がでて き てか ら検討する こ と でいいのではないか。

-論点◎こ 関す る議論の方向性I

0 ｢主体的な調整を行 う こ と を検討すべき と 考え られる事案｣ を原因分析委員会に

おいて医学的観点か ら抽出する基準 (抽出基準) について 、 現行の ｢重大な過失が

明 ら か と思料 される ｣ か ら変更する か否かについては 、 表現を変更する こ と が確認

された 。

○ 新た な抽出基準の表現については 、 ｢ 医学的水準か ら著 し く 逸脱 してい る ( こ と

が 明 ら か) ｣ を支持する意見が多 く 、 議論を踏ま えて事務局で具体案を整理の上 、

改めて議論する こ と と な っ た。
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論点◎こ関す る検討の ポ イ ン ト -

○ 第 1 7 回運営委員会におけ る議論を踏ま え 、 抽出基準の表現について 、 以下の と

お り 変更する 。

(現 行) 重大な過失が明 ら かで あ る と 思料 さ れ る ケ ー ス

l
.山

▼

( 変更後 ) 一般的 な医学的水準か ら 著 し く 逸脱 し た こ と が明 ら かで 、

か つ医療行為 と し て極め て悪質で あ る こ と が明 ら かなケ ー ス

｢一般的な医学的水準か ら著 し く 逸脱 し た こ と が明 ら かで 、 か つ医療行為 と し て極

め て悪質で あ る こ と が明 ら かなケース ｣ と は 、 具体的 に は ｢極め て怠慢な医療行為｣ 、

｢著 し く 無謀な医療行為｣ 、 ｢本来の医療 と は全 く 無関係な医療行為｣ 等で あ る 。
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( 2 ) 論点④ ｢重大な過失｣ があ る と し て調整を行 う 判定基準について

　

　 　　 　
: ｢調整委員会で の調整の対象 を ｢法的な ｣ 重大な過失 に限 る か ど う か は全 く 議論 さ れ :
l て お ら ず 、 整理が必要で あ る 。 ｣ と の意見 に つ いて 、 調整の対象 を法的な重大な過失 :
: があ る と 判断 さ れた事案に限る か否か。 :
蛋 【今回 の委員会 に お け る 論点1 :
: 論点③の抽 出基準こ基づき抽 出 さ れた事案 に つ いて 、 調整委員会 に お いて法的観点 :
; か ら 判断す る基準 (判定基準) の表現 ;

○ 第 1 7 回運営委員会におけ る論点④についての主な意見は 、 以下の と お り であ る 。

< カ ルテ の提出拒否や改 ざん等 に つ い て も 運営組織が主体的 に調整 を行 う こ と と す

べ き と の意見>

○ カルテ の提出拒否や改ざん等はあっ てはな ら ないので 、 それ ら に対する手立て

は伝家の宝刀 と して決めてお く べき 。

< カ ルテ の提出拒否や改 ざん等 に つ い て は運営組織が主体的 に調整 を行 う こ と と す

べ き ではな く 切 り 分けて別の対応方法 を検討すべ き と の意見 >

○ 裁判例の 中では 、 カルテ改ざん等を独 自 の別個の不法行為 、 加害行為 と して少

額の賠償金を認容 される場合があ る 。 こ の制度では 、 全ての医療プ ロ セ ス の 中で

起き た行為を法的に評価 してい る わけではないので 、 損害賠償責任の有無につい

ては 、 脳性麻痺に関連する行為 と 因果関係の あ る も の に限定 して判断すればよ い。

○ 金額的な調整 と カルテ の改 ざん等に対 し運営組織で ど う 対応す る かは別の問

題なので分けて考え るべき 。

○ カルテの改ざん等については別に仕組みを考えた ほ う が よ いのではないか。

○ 改 ざん等はそれ と は切 り 離 し 、 こ の制度の 中で ど こ ま で何ができ る のかを探っ

てい く のが一番適切な方向ではないか。

○ 原因分析委員会は純粋に医学的な判断か ら行 う と な る と 、 カルテ の改ざんの よ

う な も の ま で含め る と 判断に迷いが生 じ る 可能性があ る た め 、 そ の よ う な も のが

含まれない こ と を言葉で説明する必要があ る のではないか。

○ 悪質な事例が 出た場合には 、 機械的に原因分析委員会か ら調整委員会へ進め る

のではな く 、 運営委員会で議論 した り 、 専門家か ら 意見をいただいた り 、 団体に

ヒ ア リ ングを行 う な ど して進めればよ いのではないか。

○ 原因分析委員会で悪質な事例があっ た場合、 社会的意義 と い う 観点で重要なの

は金銭的な調整ではな く 、 早 く 医療安全の方向 に進んでい く よ う こ の制度が ど う

後押 し を してい く かであ る 。
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< ｢重大な過失｣ があ る と し て調整 を行 う 判定基準に つ い て ｢重大な過失｣ に限定 さ

れ る か ど う か決めて お く べ き と の意見>

○ ｢重大な過失｣ と ｢悪質な事案｣ は同 じ意味ではな く 、 う っ か り ミ ス が ｢重大

な過失｣ に な る 可能性も あ る 。 ｢重大な過失｣ か ｢軽過失｣ かを 区別する こ と は

法律家に と っ て も難 し く 、 ｢重大な過失｣ と い う概念を判定基準に残 してお く か

ど う かは議論する必要があ る 。

論点④に関す る 議論の方向性-

○ カルテ の提出拒否や改ざん等については 、 金銭的な調整 と は切 り 分け 、 制度 と し

て どの よ う な対応を行 う かについて議論をする こ と と な っ た。

○ 論点③ の抽出基準に基づき抽出 さ れた事案について 、 実際に主体的に調整を行

う か否かを法的観点か ら判断する基準 (判定基準) の表現については 、 具体的な結

論には至 ら なかっ た。

論点◎こ関す る検討の ポ イ ン ト I

0 判定基準の表現について 、 事務局において第 17 回運営委員会におけ る議論を踏

ま え専門家に相談の上、 以下の と お り 案を整理 した。

○ 過失お よ び重度脳性麻痺 と の因果関係が明 ら かな場合、 すなわち損害賠償責任が

あ る こ と が 明 ら かな場合に限 り 主体的に調整を行 う こ と を 、 明確に示す表現 と して

い る 。

(現 行) 重大な過失 に よ る 損害賠償責任の有無

I
■↓

( 変更後 ) 重度脳性麻痺に つ いて損害賠償責任があ る こ と が明 ら かで あ る か否か
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( 3 ) 論点⑥ 調整お よ び調整委員会の名称に つ いて

I I

　 　　　　 　
: ｢調整｣ と ｢調整委員会｣ の 区別が分か り に く い と の声 も あ り 、 調整委員会の名称 を l
: 変更す る か否か。 :
; 【今回 の委員会に お け る 論点1 i
: ｢調整 ｣ 、 お よ び ｢調整委員会｣ の変更後の名称 l
l l

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l

o 第 17 回運営委員会においては 、 調整 と 調整委員会の名称 (案) (膣理司) を も と
に議論が行われた。

恆国司 調整 と調整委員会の名称 (案)

○ 第 1 7 回運営委員会におけ る論点⑥についての主な意見は 、 以下の と お り であ る 。

< 調整 と 調整委員会の名称に つ いて の主な意見 >

○ ｢特別調整検討委員会｣ と す る と ｢一般調整｣ と の 区別がつきやすいのではな

いか。

○ 時間的な経過か らみ る と 損害賠償責任が確定する 前の調整が 中心に な る ので 、

｢事前調整検討委員会｣ がわか り やすいのではないか。

○ 原則 と して一般調整 しかないが 、 極めて例外的に特別調整があ る と い う ニ ュ ア

ンス を入れる た め に ｢特別調整｣ と い う 言葉を入れたほ う が よ い。

○ ｢特別｣ と い う 言葉は様々 な意味に解釈 される 可能性があ る 。

論点⑥に関す る議論の方向性-

○ 調整A と 調整 B につ き 、 それぞれ一般調整、 特別調整 と し 、 委員会の名称は ｢特

別調整検討委員会｣ と する か、 事後調整、 事前調整 と し 、 委員会の名称を ｢事前調

整検討委員会｣ と する か 2 案に絞 られた。

-論点◎こ関す る検討の ポ イ ン ト -

○ ｢調整｣ お よ び ｢調整委員会｣ の変更後の名称について 、 事務局において第 1 7

回運営委員会にお け る議論を踏ま え 、 匝理司の と お り 整理 した。

匿饗回 第 17 回運営委員会の議論を踏ま えた調整 と 調整委員会の名称 (案)
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3 ) 紛争防止 ･ 早期解決に向 けた取組みにつ いて

( 1 ) 現状 と 現状に至 る経緯

○ 準備委員会において 、 基本的には運営組織は過失判断を行わない こ と と され、 紛

争解決は当事者間の示談、 裁判外紛争解決手続 (A D R ) 、 裁判所に よ る 和解 ･ 判

決等に委ねるべき と の整理がな さ れた。

( 2 ) こ れま での運営委員会に お け る主な意見

○ これま での運営委員会におけ る 、 本制度の 目 的の一つであ る ｢紛争の防止 ･ 早期

解決｣ の効果を よ り 高め る た め の取組みに関する ご意見は 、 以下の と お り であ る 。

<本制度に 、 紛争防止 ･ 早期解決に 向 けた取組み を求め る 意見>

○ 調整の枠組み と して 、 法的な検討を して ほ しい と い う 保護者の要望に対応する

余地がないか、 議論 して ほ しい。 (第 7 回運営委員会)

○ 制度内がいいか制度外がいいかわか ら ないが 、 ど こ かでA D R 的な も の を働か

せて 、 医療側 と 患者側の話 し合いを持ち 、 それで決着する方向 に リ ー ドする仕組

みを追加 して ほ しい。 (第 1 2 回運営委員会)

○ こ の制度にA D R の機能を持たせる こ と が過剰な負担 と な る と の声 も あ る が 、

や り よ う に よ っ ては過剰な負担な く 機能する こ と がで き る 。 本制度は国民全体が

適用にな る 制度であ る た め 、 調整機能について も 国民全体が恩恵を受け られる よ

う る こすべき 。 (第 1 2 回運営委員会)

○ A D R には 、 対話促進型 と 法的な判断を伴 う 裁断型の 2 つの タ イ プが あ り 、 今

は対話促進型の ほ う がA D R にはな じむ。 東京三弁護士会のA D R は 、 法的判断

をあ えて行わずに対話を促進するや り 方を基本に してい る 。 本制度には 、 調停的

な意味を持たせ る わ けではな く 裁判外紛争解決 と して の対話促進型 と い う 方向

で考え るべき ではないか。 (第 1 7 回運営委員会)

<既存の仕組み等の活用 を求め る 意見>

○ A D R 的な機能は非常に重要であ る が 、 本制度の 中では医学的な観点の も の に

限定 し 、 法的な評価を含む損害賠償の調整 と い う 機能は 、 例 え ば東京の 3 弁護士

会の よ う な外部で実施する ほ う が 医学的な部分 と 法的 な部分をは っ き り わ け る

と い う 意味で望ま しい。 (第 1 2 回運営委員会)

○ 医師 と 患者の信頼関係を良好に維持 してい く こ と も 一つの 目 標なので 、 原因分

析報告書を受領 した後 、 医療側 と 患者側 と で対話を して も ら う こ と が重要。 メ デ

ィ エイ タ ーやA D R を活用する方法 も あ る 。 (第 1 0 回運営委員会)
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○ 運営組織は今ま でやっ て き た制度運営に専念すべき であ り 、 A D R等の対応に

ついては 、 既に あ る 専門 のA D R に任せて 、 参入すべき ではない。 (第 1 7 回運

営委員会)

( 3 ) 検討のポイ ン ト

○ 第 1 7 回運営委員会におけ る ｢調整の あ り 方について ｣ の議論において 、 ｢運営組

織は医学的観点か ら原因分析を行い 、 過失認定に関 して は基本的には分娩機関 と

児 ･ 家族 と の間の示談や裁判の判決 ･ 和解等の結果に基づ く ｣ と の現行の枠組みを

維持する 、 すなわち運営組織は基本的には法的な判断を行わない こ と と さ れた。

○ A D R と は ｢訴訟手続に よ らずに民事上の紛争を解決 し よ う と する 当事者のため 、

公正な第三者が関与 して 、 そ の解決を図 る 手続き ｣ であ り 、 第三者の法的な判断を

伴 う も の と 、 第三者は法的な判断は行わず、 当事者の話 し合い を促進する も のが あ

る が 、 本制度に法的な判断を伴 う A D R の機能を仕組み と して持つ こ と は 、 ｢運営

組織は基本的には法的な判断を行わない ｣ と の整理 と の間で齪酷を来たす。

○ 一方 、 法的な判断は行わず当事者の話 し合い を促進する A D R の機能を仕組み と

して持つ こ と については 、

･ 本制度においては 、 当初の 目 的の と お り 、 紛争防止 ･ 早期解決は ｢重度脳性麻

痺児 と 保護者の経済的負担の速やかな補償｣ お よ び ｢脳性麻痺発症の原因分析

を行い 、 同 じ よ う な事例の再発防止に資する情報を提供する こ と ｣ に よ り 実現

を 図 る べき であ り 、 A D R の機能については既に専門組織が存在 してい る こ と

も あ り 、 当 事者の話 し合いを促進する仕組み も含めて導入すべき ではない と の

意見

･ いわゆ る ｢対話促進型｣ の A D R と して 、 あ っせん等の法的な判断を伴わずに

当事者の話 し合い を促進する仕組み、 例 え ば原因分析報告書の受領後に医療側

と 患者側で対話が行われやすい仕組みな どを導入する こ と について 、 検討すべ

き であ る と の意見

があ る 。

○ いわゆ る ｢対話促進型｣ のA D R が 、 分娩機関 と 保護者の間の双方の主張を仲介

する も の と した場合、 原因分析報告書の 内容に踏み込む こ と が想定 され、 報告書に

記載 さ れた脳性麻痺発症の原因や医学的評価についての解釈や更な る検討を求め ら

れる こ と な ど 、 当事者間の紛争に巻き 込まれる 可能性が高ま る こ と が懸念 され る こ

と や、 それに対応する た めの産科医等の専門家が必要 と な る こ と が考え られ、 本制

度に導入する こ と は困難 と 考え る 。
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○ しか しなが ら 、 原因分析の取 り 組みを通 じて紛争防止の効果を よ り 高 め る こ と は

重要であ る こ と か ら 、 こ れま で も原因分析報告書送付後 に不明点な どの問い合わせ

について対応 してい る が 、 よ り 丁寧な対応方法な どを検討する必要があ る 。
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4 ) 原因分析のあ り 方につ いて

○ 原因分析に関する見直 しについては 、 第 14 回運営委員会 (平成 24 年 9 月 18 日

開催潟こおいて 、 原因分析 るこ係 る各課題についての検討の進め方が恆理司の と お り
整理 された。

膣國司 原因分析 々こ係 る意見 と論点お ょ び検討の進め方

○ その 中で ｢報告書作成の迅速化｣ 、 ｢ 医学的評価｣ 、 ｢回避可能性｣ については 、 原

因分析委員会で課題の整理や案の検討等を行い 、 そ の上で運営委員会において審議

する事項 と さ れた 。

○ こ れ ら の課題について 、 第 45 回原因分析委員会 (平成 25 年 1 月 15 日 開催) に

おいて検討が行われた。 各課題の検討内容については ( 1 ) か ら ( 3 ) ま での と お

り であ る 。

○ ま た 、 第 1 5 回運営委員会 (平成 24 年 11 月 1 日 開催) において 、 ｢ N I C U (搬

送先での新生児管理) にお け る 医学的評価｣ について議論が行われ、 医学的評価の

対象 と してい る 当該分娩機関の N I C Uで診療が行われた事例について 、 原因分析

報告書におけ る 医学的評価の実態を検証 した上で あ ら た め て議論す る こ と と さ れ

た。

｢ N I C U (搬送先での新生児管理) におけ る 医学的評価｣ について は く 4 ) の と

お り であ る 。
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( 1 ) 原因分析報告書作成の迅速化につ いて

①運営委員会に お け る 主な意見

○ 補償対象数に対 し 、 原因分析の処理が追いついていない。 報告書が迅速に作成

さ れる よ う 、 報告書作成体制の見直 しや合理化が必要ではないか。 (第 6 回運営

委員会)

○ 原因分析委員会の部会 と 本委員会の役割分担について 、 基本的に は部会に任せ、

必要な事例のみ を本委員会で審議する な どの見直 しが必要ではないか。 (第 7 回

運営委員会)

○ 件数の増加に伴い部会の増設や委員の増員等の必要が あ る のではないか。 (第

1 2 回運営委員会)

○ 効率化は重要だが 、 それに よ り 分析の質が落ちた り 、 報告書が杜撰にな っ て は

い けない。 (第 1 3 回運営委員会)

②現状

○ 分娩機関お よ び保護者に対 しては 、 補償対象 と認定 さ れた後 、 原因分析に着手

してか ら報告書を送付する ま でには 、 お よ そ半年か ら 1 年を要する と 案内 してい

る が 、 こ れま でに報告書を送付 した 188 事例では 、 報告書の送付ま でに平均で 392

日 (約 1 3 ヶ 月 ) を要 してい る 。

○ ま た 、 平成 24 年に報告書を送付 した事例 ( 1 09 件) では 、 報告書の送付ま でに

平均で 442 日 (約 1 4 . 5 ヶ 月 ) を要 してお り 、 更 に長期化 してい る 。

○ 平成 24 年 1 2 月 末現在、 補償対象件数 425 件に対 し 、 報告書承認済み件数は 2 1 8

件であ り 、 未済件数は 20 7 件 と な る 。 現状での最大対応件数は、 1 44 件/年 ( 6

部会 × 2 件/月 × 1 2 ヶ 月 ) であ る こ と か ら 、 現状の未済事案について 1 年以内で

の報告書送付を実現する こ と は難 しい。

○ なお 、 昨年 1 年間の実際の承認件数は 、 1 2 6 件 ( 1 0 . 5 件/月 ) で あ っ た 。

○ ま た 、 昨年 1 年間に補償対象 と 認定 さ れた件数は 、 1 7 3 件であ り 、 既に最大対

応件数 1 44 件 と 大 き く 幸離 してお り 、 今後の補償対象件数の増加に伴い 、 更に垂

離幅が拡大する こ と が見込まれる 。

③原因分析委員会に お いて検討 された見直 し に関す る方向圏こつ いて

ア . 目 標

○ 報告書を送付する ま での期間 を 1 年以内 と す る 。 本制度の 目 的のひ と つであ る

紛争の防止 ･ 早期解決の観点か ら も 、 早期 に作成する こ と が望ま し く 、 分娩機関

お よび保護者に案内 してい る 1 年以内での送付を早期に達成する必要が あ る 。

○ 当面 、 現状の最大対応件数の 2 倍の件数 (年間 288 件) に対応でき る体制お よ

びフ ロ ー と す る 。

○ なお 、 今後補償対象件数が増加 した場合等の対応については 、 必要に応 じて検
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討を行 う 。

イ . 見直 しの時期

○ ｢補償対象者数の推計値等のデータ がな く と も検討が可能な課題｣ については 、

平成 26 年 1 月 を 目 途に見直 し後制度を施行する こ と を予定 している が 、 紛争防

止 ･ 早期解決 と い う 本制度の 目 的達成のた め には 、 それを待たずに 、 速やかに見

直 しを行 う 必要があ る 。

○ よ っ て原因分析報告書作成の迅速化に係 る 見直 しについては 、 平成 25 年 4 月

以降、 可能な事項か ら順次着手する 。

ウ , 見直 し の方針

○ 報告書作成フ ロ ーの見直 しに よ る効率化 ･ 標準化を図 る 。

○ 各部会におけ る産科医 (審議を行 う ため の報告書案作成を担当する 、 レ ポー タ

ー) について増員 し 、 報告書案作成件数の増加を図 る 。

o 主な見直 し点は恆國到の と お り であ る 。

匿誣笙到 原因分析報告書作成の迅速化に係 る主な見直 し点について
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( 2 ) ｢ 医学的評価｣ の表現に つ いて

①現状

○ 医学的評価に用いてい る表現は以下の と お り であ る 。

医療水準 表現 ･ 語句

高い

r ･
灘 熾受
隷 に嚢諄"

迩畿誘

･ 優れてい る

･ 適確であ る

･ 医学的妥当性が あ る

･ 一般的であ る

･ 基準内であ る

･ 選択肢のひ と つであ る

･ 選択肢 と して あ り う る

･ 医学的妥当性は不明であ る (エ ビデンス が ない )

･ 医学的妥当性には賛否両論が あ る

･ 達彦只 さ れ る こ と は少ト ない

f氏い

･ 一般的ではない

･ 基準か ら逸脱 してい る

･ 医学的妥当性がない

･ 劣さ っ てい る

･ 誤っ てい る

②運営委員会に お ける主な意見

○ 過失の有無を判断 しない こ と にな っ てい る に も かかわ らず、 それに近い表現が

使われてい る 。 (第 11 回運営委員会 ･ 第 14 回運営委員会)

○ 評価を甘 く す る と 医療の 向上に繋が らず、 脳性麻痺の発症を減 らす こ と ができ

ない。 当該医療の レベルが どの程度であ る かや、 改善すべき 点について記載する

こ と で 、 医療の質の 向上 と 再発防止に繋が る 。 (第 6 回運営委員会)

○ あ り の ま ま の原因分析を行っ てい る こ と が裁判の減少に繋が る 。 オブ ラ ー ト に

包んだ表現は避け るべき であ る 。 (第 1 1 回運営委員会)

③運営委員会での主な意見を受 けて の 、 原因分析委員会での主な意見

○ 表現の見直 し と い う点では 、 評価 レベルの数を少な く す る な どの見直 しは考え

られる 。 しか し 、 評価 レベルの数が少な く な る と 、 よ り 責任追及に結びつ けやす

く な る と 考え られる こ と か ら 、 現行の ま ま で よ いのではないか。

○ 誤解を招かぬよ う に ｢原因分析の ご案内 ｣ や原因分析報告書の ｢は じ め に ｣ に

おいて 、 原因分析の考え方、 医学的評価の考え方について丁寧に説明すべき であ

る 。

※ なお 、 表現を見直すべき であ る と の意見は出なかっ た。
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④原因分析委員会の検討結果

◇ 医学的評価を行 う こ と は再発防止の観点か ら も 重要であ り 、 それが社会

的信頼を得る こ と に も繋が る 。 過失の有無については 、 法的観点か ら の検

討を必要 と す る も のであ り 、 用語の表現が直ち に過失の有無に結びつ く も

のではない。 よ っ て 、 使用する用語の表現は原則 と して変更 しない。

◇ 医学的評価の 目 的 について 、 誤解を招かない よ う 、 丁寧な説明 ･ 案内 を

行っ てい く 。
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( 3 ) 家族か ら の疑問 ･ 質問 に ｢ 回避可能性｣ を記載する こ と につ いて

①現状

○ 脳性麻痺発症の ｢回避可能性｣ については 、 原因分析報告書においては 、 責任
追及につなが る おそれが あ る と して 、 言及 しない と 整理 されてい る 。

○ 一方、 報告書の 踞り紙｣ と して作成 してい る ｢家族か ら の疑問 ･ 質問に対する

回答｣ において は 、 ｢ ど う していれば 、 脳性麻痺の発症を防止でき たのか｣ と い

う よ う な質問が あ っ た場合で も 、 分か る範囲で可能な限 り その質問に答え る と 整
理 されてい る 。

○ ただ し 、 こ の場合、 後方視的な判断に基づ く 記載を原則 と しつつ 、 原因分析報

告書において ｢医学的評価｣ と して記載 した事象が発生 した時点での前方視的な
判断やそ う 出来なかっ た諸事情について付言する こ と と し 、 原因分析報告書に記

載 された事実を 、 家族が理解でき る よ う に丁寧に解説する 、 こ と と してい る 。

②現状に至る経緯

O 第10回原因分析委員会で議論 した内容について 、 降國回の と お り 第 6 回運営委
員会に報告 さ れた。

匿国司 原因分析報告書の ｢回避可能性｣ の記載に関する議論のま と め

③運営委員会に お け る 主な意見

○ 回避可能性については 、 責任追及に繋が る恐れが あ る た め 、 原因分析報告書で

は言及 しない こ と にな っ てい る 。 その一方で、 報告書の別紙であ る ｢家族か ら の

疑問 ･ 質問 に対す回答｣ では言及する と い う の はおか しい。 (第 6 回運営委員会 ･

第 14 回運営委員会)

④運営委員会に お け る 主な意見を受けての 、 原因分析委員会に お ける主な意見

ア . 回避可能性には言及すべき ではない と い う 意見

○ 回避可能性の記載について 、 ｢報告書｣ と ｢家族への回答｣ で対応が異な る こ

と は 、 矛盾以外の何物で も ない。

○ 原因分析は責任追及を 目 的 と す る も の ではないので 、 ｢家族への回答｣ におい

て も 、 回避可能性については言及すべき でない。

○ 回避可能性について 、 曖昧な書き方で回答する のではな く 、 原因分析委員会で

は回避可能性については言及 しない と い う こ と を 、 保護者に明確に伝え る べき で

あ る 。

○ 報告書について 、 それを どの よ う に利用する かについて制限でき る も の ではな

いが 、 飽 く ま で も 医学的な観点か ら評価を行っ てい る こ と を ｢家族への回答｣ に
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おいて も 丁寧に示すべき であ る 。

○ 法的責任の有無については 、 法律家が見れば判断でき る 内容になっ てい る 。 医

学的に客観的な原因分析が行われていればそれで十分であ る 。 医学的に行っ てい
る原因分析のス タ ンス と して 、 法的な責任に言及する 内容には回答すべき ではな
い。 法的な責任については 、 両当事者の問題 と して委ねるべき であ る 。

イ . 回避可能性に言及すべ き で ある と い う 意見

○ 家族の疑問に対 し回答 しない こ と は 、 かえ っ て疑心暗鬼 と な り 、 訴訟 ･ 紛争に
発展 させて しま う のではないか。

○ 回避可能性について曖昧に しない こ と が 、 訴訟を減 らすのではないか。 明 ら か

に ｢過失の有無｣ を 問われた場合は 、 ｢ 回答で き ません ｣ で構わないが 、 医学的

な観点か ら徴候な どあ っ たのか、 防止でき たのか ど う か と い っ た純粋な質問には
回答すべき であ る 。

○ あ く ま で も 医学的観点か ら の評価であ る と はいえ 、 法律家が見れば判断でき る

よ う な記載 と な っ てい る のであれば、 回避可能性に言及 した方がかえっ てすっ き

り する 。

ウ . 回避可能性 と 法的責任の関係についての意見

○ 回避可能性を直ち に責任追及に結びつ けて考え る のは 、 正 しい理解ではない。

｢ どの よ う な対応を と っ ていれば防 ぐ こ と がで き た可能性が あ る のか｣ に言及 し

な ければ再発防止にはつなが らず 、 再発防止策 も説得力 に欠け る も の と な る 。

｢回避可能性｣ と い う 表現が 、 責任追及に結びつけて考えて しま いが ち な表現

だ と い う のであれば、 ｢予防可能性｣ と して も よ いのではないか。

⑤委員会の検討結果

◇ 原因分析は責任追及を 目 的 と する も のではない こ と か ら 、 原因分析報告
書では 、 脳性麻痺発症に関する 回避可能性には言及 していない。

◇ 原因分析は責任追及を 目 的 と す る も のではない と い う 本来の趣 旨に徹
し 、 今後は 、 ｢家族への回答｣ について も 同様 と し 、 あ ら た めて原因分析
の 目 的を丁寧に説明するべき であ る と の意見が大勢を 占めた。

1 8



( 4 ) N I C U (搬送先での新生児管理) に お け る 医学的評価

○ 標記課題については 、 第 1 5 回運営委員会 (平成 24 年 1 1 月 1 日 ) におい

て審議が行われた。

○ その結果、 現在 、 医学的評価の対象 と してい る 当該分娩機関の N I C U

で診療が行われた事例について 、 原因分析報告書におけ る 医学的評価の実

態を検証 した上であ ら た めて議論する こ と と さ れた。

① 第 1 5 回運営委員会での主な意見

<新生児搬送 を受 け入れた医療機関 ( N I C U ) に つ い て も 医学的評価が

必要 と の意見>

○ 搬送先の N I C U について も 、 補償申請 した分娩機関の N I C U に対

して行っ てい る 医学的評価 と 同 じ よ 効こ実施すべき ではないか。

○ 新生児搬送を受 け入れた医療機関 ( N I C U ) について も 医学的評価

の対象にする方向で進め る こ と で良い と 思 う 。

○ 本制度について小児科への周知が さ れていない と 言われてい る が 、 搬

送先のN I C U について も 医学的評価の対象 と する こ と で、 本制度が産

科お よび新生児科 と い う 周産期医療全体の制度であ る と い う 認識につな

が る のではないか。

<新生児搬送 を受 け入れた医療機関 ( N I C U ) に つ い て の医学的評価は

必要な い と の意見>

○ N I C Uでは専門的で高度な医療が行われてお り 、 こ れま での原因分

析において も N I C U の対応に大き な問題が あ っ た こ と はない。 仮にN

I C U ま で医学的評価を行 う 場合には 、 新生児科の委員を増や さ な けれ

ばな ら ない。 そ の労力 に比べ、 N I C U ま で医学的評価の対象を広げた

場合に医療の質の 向上に どれ く ら いの効果があ る か と い う こ と も踏ま え

て検討する必要があ る のではないか。

○ 脳性麻痺発症の原因 を分析する た め に N I C U か ら き ち ん と 診療録等

が提出 さ れる こ と が重要であ る 。 も と も と 産科のた めに本制度ができ た

こ と か ら 、 今の と こ ろ はN I C U の医学的評価を行 う 必要はないのでは

ないか。

<新生児搬送 を受 け入れた医療機関 ( N I C U ) に つ い て の医学的評価の

必要性の有無に つ いて判断す る 材料がな い と の意見>
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○ 原因分析報告書において 、 N I C U の診療行為等について多少の問題

点が指摘 さ れ る こ と はあ る が 、 脳性麻痺の決定的な原因 と な っ た と さ れ

た事例はない と 思 う ので、 そ の あた り の現状を事務局で整理 し 、 その上

で実態に即 した議論をすべき ではないか。

② 現状

○ 昨年末ま でに公表 した 1 88 件の原因分析報告書の内 、 出生後 に 当該分

娩機関のN I C Uで診療が行われた事例は 58 件であ り 、 こ れ ら の原因分

析報告書について N I C U におけ る 医学的評価を検証 した と こ ろ 、 N I

C U の診療行為等について指摘があ っ た事例は 3 件 ( 5 , 1 % ) で あ っ た。

○ なお 、 こ の 3 件の 中 の 1 件については 、 原因分析において新生児期の

要因が脳性麻痺発症の主た る原因 と は さ れていないが 、 脳性麻痺の症状

を増悪 した可能性が指摘 さ れてい る 。

l (第 1 5 回運営委員会資料 抜粋)

: ○ 制度発足当初 、 原因分析は分娩機関か ら の情報を も と に 、 妊娠経過や :

, 分娩経過を分析する こ と を想定 していた。

; ○ その後 、 原因分析委員会において原因分析のあ り 方を検討する 中で、

- で き る 限 り 脳性麻痺発症の原因 を 明 ら かにする た め には 、 妊娠経過や分 l
娩経過に加えて 、 新生児経過の分析も重要 と された。

l 0 しか し 、 新生児経過の情報については 、 分娩後に新生児搬送 さ れる事 :
l 例 も多 く 、 本制度の 当事者ではない搬送を受 け入れた医療機関 ( N I C I

U ) の小児科 ･ 新生児科等が有 してい る こ と が多い。

! ○ 実際、 こ れま でに原因分析が行われた事例の う ち 、 約 70% の事例が出 l
, 生時の新生児仮死等 々こ よ り 、 高次医療機関の N I C U等へ新生児搬送 さ !
れてい る 。 なお 、 そ の他の 30% の事例については当該分娩機関の N I C :

U等で治療が行われてい る 。

l o こ の よ う な こ と か ら 、 分娩後に新生児搬送 されてい る場合は 、 本制度 l
の 当事者ではないが 、 新生児搬送を受け入れた医療機関 (N I C U ) の l

小児科 ･ 新生児科等の協力 を得て 、 新生児経過の情報を取 り 寄せ、 脳性 :

麻痺発症の原因 の分析を行 う こ と と した。

! ○ 一方、 医学的評価については 、 新生児搬送を受け入れた医療機関 ( N
I C U ) を評価の対象 と す る こ と は 、 本制度の 当事者でない新生児搬送

を受け入れた医療機関の新生児科医 ･ 小児科医等に負担をかけ る こ と に

i つ なが る 可能性があ る こ と か ら 、 新生児科医 ･ 小児科医等の理解 と 協力

を得て 円滑に情報収集を行 う た め に も 、 新生児搬送を受 け入れた医療機

1
1

1
1

-
1

1
1
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関での新生児医療におけ る診療行為等については 、 医学的評価の対象 と

しない こ と と さ れた。

【参考 】 原因分析報告書の構成

1 . は じめ に

2 . 事例の概要

3 . 脳性麻痺発症の原因

4 . 臨床経過に関する 医学的評価

5 . 今後の産科医療向上のた め に検討すべき事項

③ 検討のポイ ン ト

○ 新生児搬送を受け入れた医療機関 ( N I C U ) におけ る診療行為等に

ついて も 医学的評価を行 う こ と で 、 産科医療のみな らず、 周産期医療全

体の質を高め る こ と につなが る と 考え られる 。

○ 一方、 新生児搬送を受け入れた医療機関 ( N I C U ) におけ る診療行

為等について 医学的評価を行 う こ と は 、 本制度の 当事者でないその新生

児科医 ･ 小児科医等に負担をかけ る こ と につなが る 可能性があ り 、 原因

分析に必要な新生児経過等の情報提供に協力 を得 られな く な る 可能性が

あ る 。

○ 前述の と お り 、 こ れま でに公表 さ れた原因分析報告書について 出生後

に 当該分娩機関の N I C U で診療が行われた事例の医学的評価を検証 し

た と こ ろ 、 N I C U の診療行為等について指摘があっ た事例は 58 件 中 3

件 (5 . 1 % ) と 少数であ っ た。

○ よ っ て 、 新生児搬送を受け入れた医療機関 ( N I C U ) におけ る診療

行為等について医学的評価を行っ た場合も実態は同様 と 考え られ る 。

○ なお 、 本制度においては 、 新生児期の要因は除外基準 と さ れてお り 、

新生児期の要因が脳性麻痺発症の原因であ る こ と が明 ら かな場合は補償

対象 と な ら ない こ と か ら 、 N I C U の診療行為等が医学的評価において

指摘 さ れる要素が少ない と も 考え られる 。

④事務局案

○ 現状においては 、 原因分析報告書の医学的評価で当該分娩機関の N I

C Uの診療行為等について指摘 した事例は少数であ る こ と な どか ら 、 新

生児搬送を受け入れた医療機関 ( N I C U ) におけ る診療行為等につい
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て は 、 必ず し も 医学的評価ま で行 う 必要性は高 く な く 、 医学的評価は行

わない こ と と する 。
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5 ) 運営組織の分割につ いて

( 1 ) 現状 と 現状に いた る経緯

○ 本制度の創設にあ た り 、 ｢産科医療にお け る 無過失補償制度の枠組みについて ｣
(平成 18 年 1 1 月 29 日 自 由民主党 医療紛争処理のあ り 方検討会) において 、
｢運営組織が 、 補償対象かの審査や事故原因の分析を実施｣ す る こ と が示 さ れた。

○ 産科医療補償制度運営組織準備委員会 (以下、 ｢準備委員会｣ と い う 。 ) に おいて
も 、 こ の枠組みに沿っ て検討が行われ、 本制度は補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止
の機能を併せ持つ制度であ り 、 それ ら が車の両輪 と して機能する必要があ る こ と 、
お よ び公正で中立的な第三者機関であ る運営組織において補償 と原因分析 ･ 再発防
止が行われる必要があ る こ と が決定 された。

【産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書】

本制度は 、 前述の 目 的を踏ま え 、 補償の機能 と 、 事故原因の分析 ･ 再発防止の
機能 と を併せ持つ制度 と して創設する 。 こ れ ら の機能は 、 本制度の二本柱であ り 、
いわば車の両輪 と して機能する こ と で 、 分娩に係 る 医療事故に よ り 脳性麻痺 と な
っ た児の救済 と と も に 、 紛争の防止 ･ 早期解決に寄与する も のであ る 。
補償に関する審査お よ び原因分析 ･ 再発防止の実施は 、 適正かつ公正に行われ !

る必要が あ る こ と か ら 、 公正で 中立な第三者機関であ る運営組織において行 う 。 l

い
111111:

11:
11:

11:
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111:
1:

11:
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○ 一方 、 ｢一つの組織で審査、 原因分析、 求償を行 う べき ではな く 、 別の組織 と す
る のが あ るべき 姿であ り 、 そ の点 も制度の見直 しの際に盛 り 込むべき ｣ と する 意見
があ り 、 こ の こ と も産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書に記載 された。

( 2 ) こ れま での主な意見

○ 補償 と 原因分析 ･ 再発防止の枠組みは分け るべき であ る 。 (第 1 1 回運営委員会)

( 3 ) 検討のポイ ン ト

○ 本制度は 、 補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止の機能を二本柱 と し 、 公正で中立な
第三者機関であ る 運営組織においてそれ ら を行 う こ と を前提に創設 さ れた経緯に
あ り 、 補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止の機能の ど ち ら か一方の柱を欠いた状態で 、
制度の 目 的であ る重度脳性麻痺児への速やかな補償、 紛争の防止 ･ 早期解決、 産科
医療の質の向上を図 る こ と はで き ない と 考え られ る 。
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○ ま た 、 準備委員会においては 、 同一組織で補償 と 原因分析 ･ 再発防止を行っ た場

合、 審査や原因分析を適切に行 う こ と がで き ない こ と を懸念する意見 も あ っ たが 、

実際の制度運営においては 、 審査は 、 原因分析 と は切 り 離 して補償対象の基準に該

当する か ど う かを審議 し 、 原因分析は 、 医学的観点か ら脳性麻痺発症の原因の分析

や臨床経過に関する 医学的評価等を行っ てい る こ と か ら 、 懸念 されていた よ う な事

態は特に発生 していない と 考え られる 。

○ さ ら に 、 公正で中立な第三者機関 と して 、 補償の機能、 ま たは原因分析 ･ 再発防

止の機能を担い 、 適正に運営する こ と ができ る他の組織も想定 し難い。

○ これ ら の こ と か ら 、 補償の機能 と 原因分析 ･ 再発防止の機能を担 う 組織を分割す

る こ と "は困難 と 考え られる 。
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【 資 料 一 覧 】

O 調整こ係 る意見 と論点 … ･ ･ 匿國司

O 現行の調整の仕組み と 各論点の整理 … ･ ･ 膣理司

O 第 17 回運営委員会 々こお るナ る論点 ご と の議論の方向性 … ･ ･ 匿國回

O 抽出基準の表現 (案) … ･ ･ 匿國到

O 調整 と調整委員会の名称 (案) … ･ ･ 匿國司
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0 原因分析 みこ係 る 意見 と論点ぉ ょび検討の進め方 … ･ ･ 團回

O 原因分析報告書作成の迅速化に係る 主な見直 し点について … ･ ･ 匿歴圃
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0 現行の調整の仕組みと各論点の整理

// I 補償対塁鯵匙脳性麻痺 I
□コ 十瞳副 : 現行の仕組みにおける調整の範囲

( 1 ) 一般の ｢調整｣

裁判等で医療側に損害賠償責任があるとされた
ケース

- - - - - - - - - - - - - - - ‐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
(盆 ) 重大な過失に基づく ｢調整｣

　　　　　　　 　 　　　　　　　　な診療行為 ) ｣ と判断され 、

判断の場 原因分析委員会 ←- “ ) ･一 判断の場調整委員会

( 1 ) 調整の基本的な枠組みについて
0 運営組織が過失有無を判断することの是非 について

- ｣ハ ー ｢運営組織は医学的観点か ら原因分析 を行 う こ と と し 、 賠償責任の成立要件 と
曰冊点● - な る過失認定に関 し て は 、 基本的 に は分娩機関 と 児 ･ 家族 と の間 の示談や裁判

の判決 ･ 和解等の結果に従 う ｣ と の現行の枠組み を変更す る か否か。

( 2 ) 重大な過失の取り扱いについて
o r重大な過失が明らかと思料されるケース ｣ に限 り運営組織が主体的に調整を行うことの是非
につ し 、て

｢分娩機関 に重大な過失が明 ら かで あ る と 思料 さ れ る ケース に つ い て は 、 法律
- 論点② - 的 な観点か ら検討 し 、 そ の結論 を得て 、 当該分娩機関 と の間で負担の調整を行

う ｣ と の現行の枠組み を変更す る か否か。

0 ｢重大な過失が明らかと思料されるケース ｣ の具体的な判定基準について

- 論点③ - 塘籍艀が明 ら か で あ る と 思料 さ れる ケース ｣ の具体的な判断基準を変更
○ ｢重大な過失｣ があるとして調整を行う基準について

｢調整委員会での調整の対象 を ｢法的 な ｣ 重大な過失に限 る か ど う かは全 く 議

l 論点④ - 論 さ れて お ら ず、 整理が必要で あ る 。 ｣ と の意見 に つ い て 、 調整の対象を法的な重大な過失があ る と 判断 さ れた事案に限る か否か 。

( 3 ) 調整委員会のあ り方について

原因分析委員会は ｢重大な過失が明 ら か と 思料 さ れ る か否か ｣ を判断 し 、 調整

- 論点◎ 委員会は ｢重大な過失の有無に つ き 、 法的観点か ら審議 を行い 、 調整 を行 う べ
き か否か ｣ を 判断す る と の現行の役割分担に つ い て変更す る か否か。

- 論点◎ ｢調整｣ と ｢調整委員会｣ の区別 がわか り に く い と の声 も あ り 、 調整委員会の
名称を変更す る か否か。
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‘SYJ漣雑鼬硼罵〉で端リー塩井輻豊枡S誕票組剛‘刃
鯏罵小にレトー琳愚昧鰐兆盤蹄誕S謳縄曲細)｢端麗｣

艦艇

梟純梟や応

圏熊機沁粟津Sに縣S刃｢小逕リー朕拠S鮴腔展･兆昇
S屏塙多縦謄S臣SN壌饑･底対塁謎蜜余曇り一霊長鯏
“一YJ遜り一裂離ポ製や馬対せ靴酬幡S出舸趣叢｣

刃刃umに鼬隻余圏些ぬ灸鴨駐留掛凶竜一養躍綱購｣

や絶食や本国慰機冊端室井霊章疎
S｢K-"ゆ尋鞄娑堕刃ゆ嚼ややぬ黙簗ポ蛔爵K冊｣

や純やゆか圏繰歳沁粟津Sに縣S刃

｢小に鼬齪罵S理璽や囮S刃霊誕撥余謎細‘し蛇鼬纜
襲S専一ね雙ぬ兵藝騷誕艦艇拠‘越しるいけ一K-"
9尋拍娑頤刃證嚼将兵ぬ曲簗ポ鱈誕K細り一隅誕濠愈｣

灸鞄桑9幽リ一際冊鼓尋鞄塩井刃齢嚼姿ポ賎鍾K
冊爵霊製鼬犠友S離隔,YOいけ一態艇SN｢。や嚼や
靴淺灸剛潮‘鮒ぬ鶏Y尋穐鰓縦〉畑菫や小勾や齢幽リー
ポ増爵K冊｢鍾霊幾｣機犠友S端麗SP姫咽琳離隔｣

や純やゆヤ

圏慰‘YOいけ一理恵師継Sに縣S刃やか歯瓣鼬｢桑純
や掬て小に鼬緋麗/Jに鼬纜舵ぬや鴨腱船舶‘掬いけ一
煕博Sポ増鍾K冊｣蛭畑竈縣離隔一室評機｢灸純や
や尋鞄雲踊刃灸ぬ黙条ポ贈鍾K冊｣逃猟弧饑疹余囮墜

灸純灸齢松圏慰機撻與S畑竈鮴鰯騙さ嚼中旧
S刃凸〉リさや余条辰凶S｢畑圓総攪罵｣刃｢辯罵｣

e轆繩

⑲蜑鰓

⑯蜜縦

③頤纒

⑩委綻

◎艦艇



(鰈)團爛S料増田量噂兵とり一｢爬尋鞄桑頤刃奏ぬ帶系祟卿馬K冊｣.の

轢纒

。ゆ嚼"K膚やい刃守伽鼬靜｢選
曲縣〉畑｣｢艇煕〉｣蛔｣｢蠅価し會澤｣‘趨け-｢瓢鞭｣･

。や嚼ギK網や中程逃刃｢粛に癲縫締蛔曲凸卿U一癖軽｣
。轢畏｣巴縣爛鍾輻黙継鼬離旺趣機小5刃｢ポ製爵K冊｣･

。蛔墜爵小啼装い竪鼬尋癬YK悟‘ぬ
姿鍾5しい家昶ミーミ5鍾ぬ爵編一尋トー爵2出期U一濫掛團･

。謙やい刃荊てゆか歯垪P穐掬KS蜜蝋Sぬ兵UWJぬ轢
U一端掬て詫嚼YJ刃縄嚢團〉爵菫P齪雪S奪整鍾霊掛團･

。蛛ゆい刃撤て
ゆい室舜や監聡S圏靴字誕蝨〉爵博一や唾堅S這緒宅掛團･

縣爛S冊増田田

(兵ぬ專簗刃u)や嚼や瓢離し會澤U一霊掛團

(灸ぬ黙簗刃u)農｣鵠蝋〉』蜘ぬ兵珊者留掛團

(や心黙条対U)や嚼P胚拙ミーミ爵招図糎

(灸ぬ密集刃U)摂｣霊感〉｣蜘ぬ兵塙繋留嚢凶

(兵ぬ黙灸刃u)や嚼P
霊図榧簗誕蝨‘粁農園鍾蛔離爵小啼5鍾K蛔蛙刃嚢團

【e憲】

【⑯憲一

【⑲憲一

【⑩謙一

【⑩憲一

(⑩)屋軸鍾小啼ゆ嚼や瓢鞭姿謎蝨‘YJ刃蛔臣S瀝蚕誕凶S輝鬘學蛔S農園○
(⑩)匡冊や凸YJ盡穀〉掬Kぬ灸堀繋留農園齢嚼P鯏荊てや嚼SYJ刃繩農園〉馬竜一P翌雪S輝竪○

(⑩)匡冊S胚拙ミーミ爵霊図糎昶い龍鼬尋事YK督‘ぬ灸鍾5Yい尿鼬ミーミニ爵ぬ爵蛙尋士待2骨期リー艦掛凶○
(⑮)匡冊や凸YJ濃穀〉れKぬ兵贈耆霊掛團‘鍾小啼畏い震鼬尋癬躯ぬ衾誣ギリー摂鞄や報国機昧鯉や棚炭誕や事兵○

(e)辱冊鍾蛔離ゆト珊g榧渣並畏閘糎證○

屋曲調州程尋ぬ縞洲Y一対削て締尋悌知り一期端組量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

諦応対園塙鍾霊裂幽,爵小橋S｢R酬S議題｣○
や稲く鼬轢靴S豊崎髓S鮴｢兵ぬ黙｣○
凪ごト學ご灸梟しい刃リ一粒纈學綱農園○

/ご爵2曲堅鼬離曲趣娯S鮒｢ポ増｣○
やか刃縣悩待濫棯疎5本塁ご灸梟しい刃リ一粒纈學綱農園0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

(憲)騙照S珊瑚謂田



　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
- - - - - - - - - - - - - - 一 一 一 一 - - 一 - - - - - - 一 一 - - - - - - 一 一 一 一 - - 一 - - - - - - 一 一 一 一 - - - - - - --
ー 【 問題点 (名 称変更の必要性) 】 l
l l
I l
ー 0 調整には 、 ｢分娩機関と児 ･ 保護者の間の示談や裁判の判決 ･ 和解等の結果に従い行う調整｣ -

: (仮に『調整A』 とする 。 ) と 、 ｢調整委員会において重大な過失に基づく損害賠償責任があると -
- 判断されたことを受け行なう調整｣ (仮に 『調整B』 とする 。 ) の二種類があるが、 この二種類に 【

l 名 称の差がないため 、 ｢調整｣ がどちらを指すのかわか り にくい 。 :
1 I

l o ｢調整委員会｣ は 、 ｢調整B｣ についてのみ審議する委員会であるが 、 ｢調整｣ を委員会名 に冠し :
I ているため 、 ｢調整B ｣だけでなく ｢調整A｣ についても審議する委員会であるかのような誤解を招く 。 -
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . ｢調整｣ の名称 (案)

調整 A

(分娩機関 と 児 ･ 保護者の
間の示談や裁判の判決 ･ 和
解等の結果に従い行 う 調
整 )

調整 B

(論点⑤の委員会 に お いて
論点④の基準に基づき調整
を行 う べ き と 判断 さ れた こ

と を受 け行な う 調整 )

備考

案① 事後調整 事前調整
損害賠償責任 を 負 う こ と が確定 し た
｢後 ｣ に調整 を行 う か 、 確定す る
｢前｣ に調整 を行お う と す る か

案②
従属的調整
(従属調整)

主体的調整
(主体調整)

裁判等の結論を受 けて ｢従属的 ｣ に
調整 を行 う か 、 運営組織 と し て ｢主
体的 ｣ に調整 を行 う か

案③
受動的調整

( 自 動的調整)
能動的調整

裁判等の結論 を受 けて ｢受動的 ｣
( ま た は ｢ 自 動的 ｣ ) に調整 を行 う
か 、 運営組織 と し て ｢能動的 ｣ に調
整 を行 う か

案④ 一般調整 特別調整 実態 を表す言葉 を使用 し な い場合

2 . 圏圀整委 員 会｣ の名 称 (案 )

調整委員会 備考

案① 調整検討委員会 調整 に つ い て ｢検討｣ す る 委員会

案② 補償金返還事前請求委員会
効果 に着 目 し 、 ｢補償金相 当額の返
還請求｣ を事前に行 う か ど う か を検
討す る 委員会

案③
｢調整 B ｣ の 名称十検討委員会
( e x .事前調整検討委員会 )

審議事項に着 目 し 、 ｢調整 B ｣ を行
う か ど う か を ｢検討｣ す る 委員会

案④
論点③や論点④の基準 を用 い た名称

( e x .悪質事例の法的責任判定委員会)

審議対象 に着 目 し 、 論点③で抽 出 さ
れた事案 に つ き 、 論点④の基準で判
定 を行 う 委員会



- 第 1 7回運営委員会の議論を踏ま えた調整 と 調整委員会の名称 (案 ) ｣

I 【 問題点 (名 称変更の必要性) 】

l ○濡箒舗堕A瓦解娩る礬麗澤r錘濯蕉委者員饌の憑き牲馳(過半廉璽鳴莢筆蹟豊麗曇笹野霧灘整｣ l
l 判 箋翫まれ羊を寄託“教者盤翻慶事髮豊瞳舞整mB臭擬す“特涌き錆種類があるが 、 この二種類 【 こ ー
: "“左"んふびん" ･ I酬正J "｣ つ つこ 1日ソ““““ ソ 1 ｣}リ ー
ー ○ ｢調整委員会｣ は 、 ｢調整B ｣ についてのみ審議する委員会であるが 、 ｢調整｣ を委員会名 に冠し I
: ているため 、 ｢調整B ｣ だけでなく調整A｣ についても審議する委員会であるかのような誤解を招く 。 l

1 . ｢調整｣ の名 称 (案)

調整 A

(分娩機関 と 児 ･ 保護者の
間の示談や裁判の判決 ･ 和
解等の結果に従 い行 う 調
整)

調整 B

(論点⑤の委員会 に お いて
論点④の基準に基づ き調整
を行 う べ き と 判断 さ れた こ

と を受 け行な う 調整)

メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト

案① 事後調整 事前調整

･ 【 メ リ ッ ト 】 当 事者間 の示談や裁判の
判決 ･ 和解等の結果に基づ き事後的 に調
整 を行 う の か 、 結果 を待たず事前に調整
に 向 け た対応 を行 う の か 、 運営組織 と し
て の対応 と 損害賠償責任の確定 と の前後
関係 を示す こ と がで き る 。

･ 【 デ メ リ ッ ト 】 時間的 な順序のみ を示
し て お り 、 運営組織が主体的 に調整 を行
う こ と や極め て例外的 で あ る こ と がわか
り に く い 。

案② 一般調整 特別調整

･ 【 メ リ ッ ト 】 運営組織が主体的 に調整
を行 う こ と の例外性、 特殊性 を 明確に示
す こ と がで き る 。

･ 【 デ メ リ ッ ト 】 特別 と い う 言葉 自 体に
特別な何かがあ る かの よ う な誤解を生む
可能性があ る 。

2 . ｢調整委 員 会｣ の名称 (案)

調整委員会 メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト

案① 事前調整検討委員会 同上

案② 特別調整検討委員会 同上



彰一一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長命糟S繭鰹

縦鞭し凸総リー爛嶬牀

加幟剖で端基胸玉S導‘△に
歳繭鰹S鰈馬盤學軸も啼総剛
齪S蜜鑑や猟竈縣室余圏團

撹鞭レニ纏り一畑竈離

綱嘲れm鯏U一碗区S癬ノJに
鼬繭雙S憲響室學疎も啼総則
離S瓣縞P猟咽畑簔余圏胝

離間や鰊咽縣汕剛

纜眸や爛咽縣細則

縦鞄Y二總リ一得竈罐

汕嘲れm増リー髄区S事‘′｣に
鼬繭艇S鰈馬霊峰一蹴も啼総則
端S瓣鑑や畑嶬琳奏象図團

匪艦

如靴S

』回凪S覊爛学畏K撫S軍艦宅掛團

如曲SNUやい赫掘鼬望鑑臣鬮回り一

｢却回ゆト探り一置靱･霊齦Sぬ黍撹謙｣

純鮴S軍艦宅冊園SY△いU一剛

蛔雪酬旋や士鵠リメコO髪)ポ艘葵S鴎

知曲S

慢衣装士回り一櫨密やか探り一窒墜蜜余

絶靴S主剛蛔

学一皿眠S扉蜂冨辷榊蛔霊隻余圏震

眠榧

。ゆ唸やれてゆ士期精一縣縣製と回りエートト長。爬
姿鰈g令嬢S昇騰“RNUやノ一しいに鼬隻余圏墜S欝辯S公聴0

0や姿盤U一日

盤謀阯刃耳匠S蛔6畷團‘PNU爬か範硯Y二いけ一瓣掬てト躯蓄
‘学委や唸や震襲S勾系△、てコS鸚團謎細。5爵剖P“RNU中風

鴬鼬哩褓S費螫拠涵写本ぬ灸競り一『恒S畷凶刃やト〉如歳軍艦0
0や凸Y尋曇堅姿覊陷二艘g

尋癬,トぬ宍喰梟ギリーゆるしい縛り刃u二馬』塩扉鼬煕壽Sポ煕○

。凸JR鵠楠一Sm二対ゆい竪

帆精一P｢地回本友U一囮瓢･霊擦Sぬ委撰議｣爬嚼や撻辰S榊蛔串
,P長ーS癬。鱒二Yい縛り刃U′｣甚一軽蛔蛭や榊蛔聯奏会図團
,翁侭ゆ聡系稲薫や系滌g軽則半鬮“□△いけ前÷霊臣煕回O

。俵二響精一や靴淺系一皿鴎S璧Su。やノJYO響g
電腰埋る馬一軍瑞ぬ稜刃U二爵や粒冊細S鬮扉,精一レニいU一団蛔
雲烟旋6巡搜叢く滯コO乏,S畏S震扉齢いく員簗圏謎蜜余〇

。ノコ雌YJU不啼凸撻尋拍卿ご蟻集刃Ua匝。黍Sや嚼並
扉学齢窕桜鼬卿諮り一囮謎蜜余り一大蜑い震鼬鰤蛔聽婁余囮墜〇

。二甚トーニ柄一しい縛り緑野涎

姿舳蛔串さ農嚼懐系鬮S隻余公聴リ一尋癬ゾR製靴冊柄一撃冊嬢○
。稜二硬托bS

や融資靴纖S端麗響S咽飜9攝響S爛船凸邊g自著S棘虻0
0梟凸涎匙や靴苺姿一皿鴎S

勾縛ゆい縫眸P爛咽罐馬恐竜S匡冊持靴榑,卓出リー鯏船曇り一霊
長増‘レニいリ一理余扉堅S鮮麗総長刃梱船S爛竈鮴隻余図盤0

0梟凸甚精一や靴湶条主

剛蛔学一皿凪S軍学宦辷榊蛔串不啼ゆ尋搜宦走り一艘職後納蛔
串ノJ甚ニレニい二期系剛毅6室余圏團｣友リ一報様友趣鰹○

皿轡

垣再転濫掛團

望謳冨搬回

軍橇量掛図

やむ総リ50三

慢友畏士匠
g蜘悟やい叔
リー誣謎蜜余

主贓癜

S鰹半鰤如腰

冨澤S
舳蛔串
隻余圏墜

娯長組嘲

S襞余圏些



原因分析報告書作成の迅速化に係 る 主な見直 し 点 につ いて

1 . 部会につ いて

( 1 ) 現状

○ 現在、 月 あた り の部会審議件数は原則 2 件 と な っ てお り 、 レポータ ーには

3 ヶ 月 に 2 件の報告書案作成を依頼 してい る 。

( 2 ) 原因分析委員会での検討結果

◇ 部会は 6 部会で月 1 回 の開催 と し 、 月 あた り の部会審議件数は 4 件 と す

る 。

◇ 部会審議件数の増加に伴い 、 報告書案作成件数の増加が必要 と な る こ と

か ら 、 各部会に レポー タ ー を各 5 名 増員する 。 こ の こ と に よ り 、 各 レポー

タ ーは 2 ヶ 月 に 1 件の報告書案作成を担当する 。

◇ なお 、 新生児経過か ら の原因分析の重要性が再認識 さ れてい る こ と か ら 、

小児科医について も各部会に 1 名増員する 。

2 . 本委員会につ いて

( 1 ) 現状

○ 各部会で承認 された全事例について 、 審議 してい る 。

( 2 ) 原因分析委員会での検討結果

◇ 本委員会において 、 月 24 件 ( = 月 4 件 × 6 部会) をすべて審議する こ

と は事実上不可能であ る た め 、 本委員会では 、 部会長意見 、 委員か ら事

前に提出 さ れ る ｢意見シー ト ｣ な ど を参考に 、 委員長が必要 と 判断 した

事案 (原因 の特定が難 しい事例 、 医学的評価が分かれ る事例 、 複数事案

目 の事例等) を審議する 。

◇ 本委員会の場において審議を行わない事例については 、 書面に よ る 審

議を経て本委員会承認 と する 。

3 ｢事例の概要｣ の体裁変更につ いて

( 1 ) 現状

○ 診療録等の記載に も と づ き 、 妊娠 ･ 分娩等の経過を事務局において ｢事例

の概要｣ と して文章化 してい る (平均 1 2 ページ) が 、 そ の文章化作業に多



く の労力 を費や してい る 。

○ ｢事例の概要｣ 確定ま でに要する期間は 、 分娩機関 、 搬送元分娩機関 、 搬

送先医療機関 、 お よ び保護者への質問 ･ 確認作業 も含めて約 9 ヶ 月 と な っ て

い る 。

( 2 ) 原因分析委員会での検討結果

◇ 月 4 件の部会審議件数への対応 、 お よ び ｢事例の概要｣ 確定ま でに要

する期間の短縮化を図 る ため 、 ｢事例の概要｣ を箇条書き と す る 。

◇ ｢事例の概要｣ が箇条書き と な る こ と で 、 そ の記載 さ れる情報量が削

減 さ れる こ と はないた め 、 原因分析の質の低下は生 じない と 考え る 。



l第 6 回運営委員会 (平成 2 2 年 6 月 2 日 ) で配布 し た資料l

原因分析報告書の ｢回避可能性｣ の記載に関する議論の ま と め

経緯

原因分析報告書に脳性麻痺発症の ｢回避可能性｣ を記載する か否かについて 、

有識者委員 と 委員長 と の間で意見の相違があ っ た。

有識者委員か ら 、 ｢ 回避可能性｣ については記載すべき であ り 、 ま た 、 家族か

ら の質問 に対 しては丁寧に回答すべき と の考えであ り 、 委員長の考え には賛同

でき ないが 、 医学界の人がや る気を 出 さ ない と 原因分析は進ま ないので 、 医療

側委員の意見 を求め 、 方針を決定すればよ い 旨 の提案が あ り 、 平成 2 1 年 1 2

月 1 5 日 の原因分析委員会で結論を 出すこ と にな っ た。

そ の原因分析委員会において 、 医療側委員に よ り ｢回避可能性｣ 等について

の議論が行われ、 そ の方針が以下の と お り 決定 された。

2 ｢ 回避可能性｣ に関す る記載等につ いての議論のま と め

( 1 ) ｢今後の産科医療向上のために検討すべき事項｣ の記載方法等

○ ｢今後の産科医療向上のた め に検討すべき事項｣ は 、 当該事例について 、

結果を知っ た上で分娩経過を振 り 返 る事後的検討を行い 、 実際に行われた

診療行為を勘案 し 、 ど う すれば同 じ よ う な事例の脳性麻痺の発症を防止で

き る か と い う 視点で脳性麻痺の発症を防止でき る あ ら ゆ る 可能性を考え 、

考え られ る改善事項等は全て記載する 。

なお 、 脳性麻痺発症の ｢回避可能性｣ については 、 責任追及につなが る

おそれが あ る と の指摘に配慮 して 、 報告書において は言及 しない こ と と し

た。

○ 記載の仕方は 、 例 えば、 ｢新生児蘇生法について の研修を受け る こ と が

望ま しい ｣ と か 、 ｢吸 引分娩で容易 に児を娩出 出来ない と 分かっ た時点で

鉗子分娩か帝王切開 に切 り 替え る こ と が強 く 勧め ら れ る ｣ の よ う に表現す

る 。

○ 改善事項等が複数あ る 場合は 、 脳性麻痺の発症を防止する た め に は どの

事項が よ り 重要であ る か と い う 視点で 、 そ の重要度が分かる よ う に記載す

る 。

○ 著 し く 質の低い医療や明 ら かに危険な医療が原因 と 断定でき る事例では 、

当該分娩機関の医療の質を一 日 も 早 く 改善 させな ければな ら ない こ と か ら 、

そ の事実を明瞭に指摘する 。



( 2 ) ｢家族か ら の疑問 ･ 質問に対す る 回答｣ につ いて

○ 家族か ら の疑問 ･ 質問 に対 して は 、 医学的評価の範噛において分かる範

囲で可能な限 り 正確に答え る 。

○ 家族か ら ｢ ど う し ていれば、 脳性麻痺の発症を防止でき たのか｣ と い う

よ う な質問があ っ た場合について も 、 分か る範囲で可能な限 り その質問に

答え る 。

ただ し 、 こ の場合、 後方視的な判断に基づ く 記載を原則 と しつつ 、 原因

分析報告書において ｢ 医学的評価｣ と し て記載 した事象が発生 した時点で

の前方視的な判断やそ う 出来なかっ た諸事情について付言する こ と と す る 。

こ の時 、 原因分析報告書に記載 された事実を 、 家族が理解でき る よ う に丁

寧に解説する 。

○ 家族か ら の疑問 ･ 質問に対する 回答は 、 明り紙｣ と して作成 し 、 作成名義

は 、 ｢産科医療補償制度原因分析委員会｣ と す る 。

○ 家族か ら の疑問 ･ 質問 に対する 回答 ( ｢月 ii紙｣ ) は 、 家族だけではな く 当

該分娩機関に も送付する 。



(保護者および分娩機関へのアンケート )

地域別 、 分娩機関の種別別の回答率

1 . 銀誰者へのアンケート

お子様を出産した ｢地域 ｣ 別 と 、 ｢分娩機関の種別 ｣ 別の内訳

地域別

地域 送付件数 回答件数 回答率

北海道 ･ 東北 30 2 1 70%

関東 ･ 信越 1 05 7 3 70%

東海 ･ 北陸 5 1 3 1 6 1 %

関西 67 49 7 3%

中 国 ･ 四 国 32 2 1 6 6%

九州 ･ 沖縄 4 1 24 5 9%

(記入なし ) 6

合計 326 225 6 9%

(アンケー トでは都道府県を回答いただいているが、 総件数が少ないため 6地域にまとめて集計)

分娩機関の種別別
種別 送付件数 回答件数 回答率

病院 2 1 7 1 42 6 5%

診療所 1 05 7 5 7 1 %

助産所 4 4 1 00%

(記入なし) 4

合計 326 225 6 9%

2 . 分娩機関へのアンケート

｢分娩機関の種別 ｣別の内訳

(都道府県については 、 回答欄なし )

分娩機関の種別別
種別 送付件数 回答件数 回答率

病院 1 9 1 1 2 9 6 8%

診療所 99 64 65%

助産所 4 2 50%

合計 294 1 9 5 6 6%


